
   綾瀬市民間保育所等運営費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、民間保育所等が自主的で柔軟な施設経営の促進及び入所児童の

処遇の向上を図ることを目的とする事業に要する経費並びに障害児保育に要する経

費に対し、補助金を交付することについて、綾瀬市補助金等に係る予算の執行に関

する規則（昭和５１年綾瀬町規則第１５号。以下「規則」という。）に定めるもの

のほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 (1) 民間保育所等 次に掲げる施設のうち市町村以外の者が設置する施設をいう。 

  ア 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第３５条第

４項の認可を受けた保育所 

  イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（

平成１８年法律第７７号）第２条第６項に規定する認定こども園 

(2) 障害児 次のいずれかに該当する者をいう。 

ア 身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第１５号）別表第５号に定

める障害を持つ児童 

イ おおむねＩＱ７０以下の知的障害児 

ウ 一定の期間特別の指導を要する情緒障害児及び自閉症的傾向児 

(3) 管外 綾瀬市以外の市区町村をいう。 

（補助対象者及び補助対象事業） 

第３条 この要綱における補助対象者は、民間保育所等の設置者又は当該施設の長と

し、補助対象とする事業（以下「補助事業」という。）は、次の各号に掲げる施設

に応じ、当該各号に定める補助事業とする。 

(1) 市内の民間保育所等 別表第１に掲げる補助事業 

(2) 市内の法第３４条の１５第２項の規定による認可を受けた法第６条の３第１０

項に規定する小規模保育事業を行う施設（以下「小規模保育施設」という。）別

表第１に掲げる補助事業のうち、民間保育所等機能強化費（待機児童対策特別加



算を除く。）、入所児童処遇費及び障害児保育推進事業費 

(3) 管外の民間保育所等及び小規模保育施設（市内に在住する児童を委託されてい

るものに限る。） 別表第２に掲げる補助事業 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、別表第１に定める対象経費の額とし、別表第３により算定し

た基準額を上限とする。ただし、障害児保育推進事業費に要した経費について寄附

金その他の収入がある場合は、その額を控除した額とする。 

（補助金の交付申請及び提出期限） 

第５条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、民間保育所等運営費補助金交

付申請書（第１号様式。以下「交付申請書」という。）に次に掲げる書類を添えて､

補助金の交付を受けようとする年度ごとに市長に提出しなければならない。 

(1) 民間保育所等運営費補助金算出内訳書（第２号様式） 

(2) 借入金調書（第３号様式） 

(3) 特別経常費内訳書（第４号様式） 

(4) 保育緊急対策事業費台帳（第５様式） 

(5) 民間保育所等機能強化費台帳（第６号様式） 

(6) 障害児保育加算対象児童の入所状況表（第７号様式） 

(7) 要支援児童保育加算所要額調書（第８号様式） 

(8) 要支援児童保育加算所要額内訳書・実績内訳書（第９号様式） 

(9) 要支援児童保育加算調査票（第１０号様式） 

 (10) 保育士確保対策事業所要額調書（第１１号様式） 

 (11) 保育士確保対策事業所要額内訳書・実績内訳書（第１２号様式） 

(12) 地域育児センター事業実施計画書・実績書（第１３号様式） 

(13) 保育士配置基準算出表（第１４号様式） 

(14) 財産目録及び貸借対照表  

 (15) 障害児保育推進事業費所要額調書（第１５号様式） 

 (16) 障害児保育推進事業費所要額内訳書・実績内訳書（第１６号様式） 

 (17) 特別児童扶養手当認定通知書（写し）又はこれに代わる書類 

(18) 民間保育所等健康管理体制強化事業費（健康管理体制強化事業）所要額調書（

第１７号様式） 



(19) 民間保育所等健康管理体制強化事業費（健康管理体制強化事業）所要額内訳書

・実績内訳書（第１８号様式） 

(20) 民間保育所等健康管理体制強化事業費（医療的ケア児加算）所要額調書（第１

９号様式） 

(21) 民間保育所等健康管理体制強化事業費（医療的ケア児加算）所要額内訳書・実

績内訳書（第２０号様式） 

(22) 要保護児童民間保育所等受入促進事業費所要額調書（第２１号様式） 

(23) 要保護児童民間保育所等受入促進事業費所要額調内訳書・実績内訳書（第２２

号様式） 

(24) 看護師等の資格証又は医療的ケア児サポーターに該当することを証する書類（

写し）及び雇用契約書又はこれに代わる書類（写し） 

(25) 保護を必要とすることを証明する書類 

(26) 保育士雇用助成加算所要額調書（第２３号様式） 

(27) 保育士雇用助成加算所要額内訳書・実績内訳書（第２４号様式） 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が必要でないと認める書類の添付は、省略するこ

とができる。 

３ 交付申請書の提出期限は、次の各号に掲げる施設に応じ、当該各号に定める期日

までとする。ただし、各期日後に入所を委託した場合は、翌月の１０日までとする｡ 

 (1) 市内の民間保育所等及び小規模保育施設 当該年度の４月１０日 

 (2) 管外の民間保育所等及び小規模保育施設（次号に掲げる施設を除く。） 当該

年度の６月１０日 

 (3) 横浜市の民間保育所等及び小規模保育施設 当該年度の３月１０日 

４ 前項本文の規定にかかわらず、新設された民間保育所等については、開所日から

起算して１０日以内とする。 

５ 前２項の規定にかかわらず、やむを得ない事情があると市長が認める場合は、当

該年度の３月３１日までの市長が定める日までに申請するものとする。 

６ 補助金の交付を受けようとする者は、第１項の申請を行うにあたって、消費税及

び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、当該補助金に係る消費税及び

地方消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相

当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費



税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２

６号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に

占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）を減額して交付申請し

なければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費

税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。 

  （決定の通知） 

第６条 規則第７条の規定による通知は、民間保育所等運営費補助金（変更）交付決

定通知書（第２５号様式）によるものとする。 

（申請の取下げ） 

第７条 規則第８条第１項に規定する市長の定める期日は、交付決定を受けた日から

起算して１０日を経過した日とする。 

（変更等の承認） 

第８条 規則第６条第１号及び第２号の規定による承認を受けようとする場合は、民

間保育所等運営費補助金変更（中止・廃止）承認申請書（第２６号様式）を、市長

に提出するものとする。 

（補助金の交付） 

第９条 補助金は、次の各号に掲げる施設に応じ、当該各号に定める期日に所要額を

交付するものとする。 

(1) 市内の民間保育所等及び小規模保育施設（次号に掲げる施設を除く。） 四半

期ごと 

(2) 市長が特に認めた施設及び小規模保育施設 市長が定める期日 

(3) 管外の民間保育所等及び小規模保育施設（前号に掲げる施設を除く。） 半期

ごと 

２ 前項の規定にかかわらず、横浜市に所在する民間保育所等については、この限り

でない。 

３ 社会福祉法人等を運営する者が法令の規定、法令の規定に基づく所管庁の命令、

処分若しくは定款等に違反していると認めるとき又は施設の管理運営が適正を欠き

、かつ、補助の目的を有効に達成することが困難若しくは不可能と認めるときは、

その状況に応じ、別に定める要領によりこの要綱の規定による補助金の一部又は全

部を交付しないものとする。 



（実績報告） 

第１０条 規則第１２条第１項による実績報告は、民間保育所等運営費補助金実績報

告書（第２７号様式）によるものとし、同条に規定する市長の定める期日は、当該

会計年度終了後の４月１５日までとする。 

２ 消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、補助事業を行う者

（以下「補助事業者」という。）は、前項の実績報告書を提出するにあたって、当

該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、こ

れを補助金額から減額して報告しなければならない。 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１１条 消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、補助事業者

は、実績報告後に消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係

る仕入控除税額が確定した場合には、消費税仕入控除税額報告書（第２８号様式）

により、速やかに市長に対して報告しなければならない。なお、補助事業者が全国

的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地

方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等で消費税及び地方消費税の申告を行

っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。 

２ 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税仕入控除税額

の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

（書類の整備等） 

第１２条 補助金の交付を受けた補助対象者は、補助事業に係る収入及び支出を法人

会計及び施設会計に分け、その経理状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、それら

に関する証拠書類を整備し、保管するものとする。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起

算して１０年間保存するものとする。 

（委任） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長

が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 



（経過措置） 

２ 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお、当分の間、必要な調整をして使

用することができる。 

（綾瀬市障害児保育推進事業補助金交付要綱の廃止） 

３ 綾瀬市障害児保育推進事業補助金交付要綱（昭和５９年４月１日施行）は、廃止

する。 

 （令和２年度における申請書の提出期限の特例） 

４ 令和２年度における市内の民間保育所等の交付申請書の提出期限は、第５条第３

項第１号の規定にかかわらず、令和２年６月３日とする。 

附 則 

  （施行期日） 

この要綱は、平成１８年４月３１日から施行し、平成１８年４月１日から適用する

。 

附 則 

この要綱は、平成２０年９月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この要綱は、平成２７年６月２２日から施行し、平成２７年４月１日から適用す

る。 

（経過措置） 

２ 第６条第３項の規定にかかわらず、平成２７年度の交付申請書の提出期限は、平

成２７年６月３０日とする。 



附 則 

（施行期日等） 

１ この要綱は、平成２７年１０月２日から施行し、平成２７年４月１日から適用す

る。 

（経過措置） 

２ 第１０条第１項の規定にかかわらず、平成２７年度における待機児対策特別加算

分の補助金交付時期は、変更交付決定後すみやかに行うものとする。 

附 則 

（施行期日等） 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日等） 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日等） 

この要綱は、平成３１年２月１３日から施行する。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この要綱は、令和元年５月２３日から施行し、平成３１年４月１日から適用する

。 

（経過措置） 

２ 第６条第３項の規定にかかわらず、平成３１年度の交付申請書の提出期限は、令

和元年５月３１日とする。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この要綱は、令和２年２月２５日から施行し、令和元年１０月１日から適用する

。 

（経過措置） 

２ 令和元年１０月１日前における補助対象事業に係る規定については、なお従前の

例による。 



３ 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお、当分の間、必要な調整をして使

用することができる。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この要綱は、令和２年５月２７日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

 （経過措置） 

２ 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお、当分の間、必要な調整をして使

用することができる。 

   附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお、当分の間、必要な調整をして使

用することができる。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和５年６月５日から施行し、同年４月１日から適用する。 

 （経過措置） 

２ 令和５年３月３１日以前に申請された補助金については、なお従前の例による。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和６年５月１５日から施行し、同年４月１日から適用する。 

 （経過措置） 

２ 令和６年３月３１日以前に申請された補助金については、なお従前の例による。 

 



別表第１（第３条関係） 

 

補助事業名 経    費    名 対    象    経    費 

特別経常費 特別経常費 

社会福祉法人及び民法第３４条に規定する公益

法人が行う施設整備（修繕を含む。）及び設備

整備のための独立行政法人福祉医療機構、年金

福祉事業団又は神奈川県社会福祉協議会からの

借入金償還元金 

保育緊急対策事

業費 

低年齢児受入対

策緊急支援事業 

県保育緊急対策事業費補助金交付要綱（平成２

７年 4 月 1 日施行）及び県低年齢児受入対策緊

急支援事業実施要領に定める事業実施経費 

民間保育所等健

康管理体制強化

事業 

県保育緊急対策事業費補助金交付要綱及び県民

間保育所健康管理体制強化事業実施要領に定め

る事業実施経費 

要保護児童保育

所等受入促進事

業 

県保育緊急対策事業費補助金交付要綱及び県要

保護児童保育所受入促進事業実施要領に定める

事業実施経費 

民間保育所等機

能強化費 

障害児保育加算 

障害児（特別児童扶養手当等の支給に関する法

律（昭和３９年法律第１３４号）に基づく特別

児童扶養手当の支給対象障害児（所得により手

当の支給を停止されている場合を含む。）以

外）の受け入れに対する保育士の雇用経費 

要支援児童保育

加算 

支援が必要な児童の受入に対する保育士の雇用

経費 

待機児対策特別

加算 

既存の民間保育所等が入所定員を増加した場

合、国の公定価格単価が下がることに対する経

費。ただし、平成２８年４月１日以降に増加し

た施設に限り、複数回増加した施設は直近の増

加分に限る。 

保育士確保対策

事業 

保育士を新たに雇用するための経費（求人広告

の掲載料や派遣会社による人材紹介料、就職相

談会の実施費用等） 

地域育児センタ

ー機能強化費 

地域育児センタ

ー機能強化費 

地域育児センター事業基本要綱に定める事業実

施経費 

入所児童処遇費 

保育士雇用助成

加算 
保育士の増補及び処遇改善のための人件費加算 

採暖費 児童の暖房に係る経費 

腸内細菌検査費

（ノロウイルス

検査） 

調理従事者からの感染予防に係る腸内細菌検査

（ノロウイルス検査）の費用 

園外保育助成費 児童の園外保育に係る費用 

保育教材助成費 児童用の教材に係る費用 



保険料助成費 
児童が加入する独立行政法人日本スポーツ振興

センター共済に係る費用 

紙おむつ処理事

業費 
児童の使用済紙おむつの処分に係る費用 

紙おむつ収集運

搬費 
児童の使用済紙おむつの収集運搬に係る費用 

障害児保育推進

事業費 

障害児保育推進

事業費 

特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づ

く特別児童扶養手当の支給対象障害児（所得に

より手当の支給を停止されている場合を含

む。）であり、集団保育が可能で日々通所でき

る障害児の保育に要する経費 

 

別表第２（第３条関係） 

補助事業名 経    費    名 対    象    経    費 

法外扶助費 法外扶助費 民間保育所等の所在市区町村が定める費用 

 



別表第３（第４条関係） 

１  特別経常費 

補

助

事

業

名 

経 

 

費 

 

名 

補  助  対  象  経  費 基  準  額  の  算  出  方  法 

特

別

経

常

費 

特

別

経

常

費 

１ 昭和４８年度から平成３年度

までの借入契約に係る借入金 

 

借入金元金の一定限度額（以下

「補助対象経費限度額」とい

う。）の４分の３ 

             補助対象 

当該年度     経費限度額    ３ 

約定返済  ×            × 

元金合計額   借入金        ４ 

             元金全額 

２ 平成４年度から平成２２年度

までに係る借入金 

(1) 施設の新築等の場合 

借入金元金の４分の３ 

当該年度     ３ 

約定返済  × 

元金合計額   ４ 

(2) 施設の修繕等及び設備更新  

    の場合 

補助対象経費限度額の４分

の３ 

             補助対象 

当該年度     経費限度額    ３ 

約定返済  ×            ×      

元金合計額   借入金        ４ 

             元金全額 

３ 平成２３年度以降の借入契約

に係る借入金 

補助対象外 

 

補 助 対 象 経 費 限 度 額 の 算 出 方 法 

区  分 工事等の年度 算        出        方        法 

施設の新築

等の場合 

昭和４８年度から

昭和５６年度 

  基準単価に基準面積を乗じた額から補助金の額

を控除した額と借入金を比較して少ない方の額 

昭和５７年度から

平成３年度 

  基準単価に基準面積を乗じた額から補助金の額

と総事業費の５％に相当する額を加算した額を控

除した額と借入金を比較して少ない方の額 

施設の修繕

等の場合 

昭和４８年度から

昭和５６年度 
  借入金元金全額 

昭和５７年度以降 

  総事業費（ただし、補助金等がある場合は総事

業費からそれらを控除した額とする。）から１０

０万円を控除した額と借入金を比較して少ない方

の額 

設備更新の

場合 

昭和４８年度から

昭和５６年度 
  借入金元金全額 



昭和５７年度以降 

  備品（１品の購入価格が５０万円以上の場合を

対象とする。）の購入価格（２品以上の場合はそ

の合計額）と借入金を比較して少ない方の額 

 

２  保育緊急対策事業費、民間保育所等機能強化費、地域育児センター機能強化費、

入所児童処遇費、法外扶助費 

補助事

業名 
経 費 名 補   助   単   価 

基準額の算

出方法 

保 育 緊

急 対 策

事業費 

低年齢児

受入対策

緊急支援

事業 

保育士１人当たり 月額３１６，４０２円 

補助単価×

配置基準を

超える保育

士数 

民間保育

所等健康

管理体制

強化事業 

看護師又は保健師 月額 ３０，８００円 
補助単価×

配置月数 

医療的ケア児サポーターの雇用経費（ただし、

月額３２９，０００円を上限とする。） 

補助単価×

配置月数 

要保護児

童保育所

等受入促

進事業 

月額 ５７，８１６円 
補助単価×

入所月数 

民 間 保

育 所 等

機 能 強

化費 

障害児保

育加算 
児童１人当たり  月額 ５７，２９２円 

補助単価×

補助対象児

童数 

要支援児

童保育加

算 

児童１人当たり  月額 ５７，２９２円（た

だし、定員の１０％（小数点以下四捨五入）を

上限とする。） 

補助単価×

補助対象児

童数 

待機児対

策特別加

算 

国が定める公定価格で、変更前の入所定員の定

員区分の公定価格単価から、変更後の定員区分

の公定価格単価を減した金額。ただし、１０円

未満の金額は切り捨てる。 

補助単価 

保育士確

保対策事

業 

保育士を新たに雇用するための経費の１/２。た

だし、１円未満の金額は切り捨てる。 
補助単価 

地 域 育

児 セ ン

タ ー 機

能 強 化

費 

地域育児

センター

機能強化

費 

地域育児センター事業基本要綱第３条各号に定

める事業実施施設 

在宅育児支援事業    年額１００，０００円 

相談機能強化事業    年額１００，０００円 

地域家庭登録型事業   年額１５０，０００円 

三世代交流型支援事業 年額１５０，０００円 

補助単価×

補助対象施

設数 ( 事業

の実施に要

した費用が

補助単価を

下回る場合

はその額) 



入 所 児

童 処 遇

費 

保育士雇

用助成加

算 

１箇所当たり     月額２３８，４００円 

補助単価×

補助対象月

数 

採暖費 
児童１人当たり    月額     ８３円 

（ただし、１０月～３月の期間内に限る。） 

補助単価×

補助対象児

童数 

腸内細菌

検 査 費

（ノロウ

イルス検

査） 

調理従事者１人当たりの検査費用を２で除した

金額（ただし、１人当たりの対象検査回数は月

１回、月額２，０００円を上限とし、１０月～

３月の期間内に限る。） 

補助単価×

補助対象職

員数 

園外保育

助成費 
１箇所当たり     年額 ７５，０００円 

補助単価×

補助対象施

設数 

保育教材

助成費 
児童１人当たり    月額    ３７５円 

補助単価×

補助対象児

童数 

保険料助

成費 
児童１人当たり    年額    ２２５円 

補助単価×

補助対象児

童数 

紙おむつ

処理事業

費 

０歳児から２歳児までの児童 1人当たり       

月額       ４００円 

補助単価×

補助対象児

童数 

紙おむつ

収集運搬

費 

１箇所当たり     年額１００，０００円 

補助単価×

補助対象施

設数 

法外 

扶助費 

法外扶助

費 
当該市区町村長が定める助成費 

当該市区町

村長が定め

る算出基準 

 

３  障害児保育推進事業費 

補助事

業名 
経費名 補  助  対  象  経  費 

基  準  額  の  算  

出  方  法 

障害児

保育推

進事業

費 

障 害 児

保 育 推

進 事 業

費 

特別児童扶養手当等の支給に関する法

律（昭和３９年法律第１３４号）に基

づく特別児童扶養手当の支給対象児

（所得により手当の支給を停止されて

いる場合を含む。）であり、集団保育

が可能で日々通所できる障害児の保育

に要する経費 

月額１２３，３００円× 

各月初日現在の障害児

数×入所月数 



基準単価は、次に定める単価と総事業費を実施面積で除した実行単価を比較して少ない方の額とする。 

年度 

 

建築構造 

４８ ４９ ５０ ５１ ５２ ５３ ５４ ５５ ５６ ５７ 58～63 元 ２ ３ 

 

耐火建築  

円 

69,200 

円 

100,800 

円 

109,000 

円 

117,500 

円 

132,600 

円 

146,400 

円 

146,900 

円 

150,400 

円 

154,600 

円 

156,900 

円 

157,800 

円 

166,000 

円 

169,500 

円 

173,400 

簡易耐火建築 60,000 87,300 95,000 101,700 114,600 124,500 128,100 131,000 134,800 136,900 137,700 144,400 147,700 151,500 

その他 43,900 63,900 69,000 74,600 84,100 92,000 95,400 97,700 100,500 101,900 102,600 166,000 169,500 173,400 

 

基準面積は、次に定める面積と実施面積を比較して小さい方の面積とする。ただし、増築の場合は、小さい方の面積から既存

面積を控除した面積と増加後の定員による増加定員相当分の面積を比較して小さい方の面積とする。 

              年度 

  

定員区分 

４８～４９ 

（㎡） 

５０～６０ 

（㎡） 

６１～３ 

（㎡） 

４５人以下 

４６人～９０人 

９１人～１２０人 

１２１人～１５０人 

１５１人～１８０人 

１８１人～２１０人 

２１１人～２４０人 

２４１人～２７０人 

２７１人以上 

６．５㎡×定員 

６．５㎡×定員 

６．５㎡×定員 

６．５㎡×定員 

６．５㎡×定員 

６．５㎡×定員 

６．５㎡×定員 

６．５㎡×定員 

６．５㎡×定員 

７．８㎡×定員 

７．８㎡×定員 

７．５㎡×定員 

７．２㎡×定員 

７．０㎡×定員 

６．８㎡×定員 

６．７㎡×定員 

６．６㎡×定員 

６．５㎡×定員 

９．１㎡×定員 

７．８㎡×定員 

７．５㎡×定員 

７．２㎡×定員 

７．０㎡×定員 

６．８㎡×定員 

６．７㎡×定員 

６．６㎡×定員 

６．５㎡×定員 

備考 独立行政法人福祉医療機構が（注１）及び（注２）を超える特別の基準面積及び基準単価を承認した場合は、当該機構の

承認する基準面積及び基準単価を適用する。



第１号様式（第５条関係） 

民間保育所等運営費補助金交付申請書 

 

                                                            年    月    日 

 

 （宛先）綾瀬市長   

 

                               申請者  所  在  地 

                                        名      称 

                                        代表者氏名                       

 

         年度綾瀬市民間保育所等運営費補助金の交付を受けたいので、次のとおり

関係書類を添えて申請します。 

１ 補助事業 

２  交付申請額                                      円 

３  添付書類 

 (1) 民間保育所等運営費補助金算出内訳書（第２号様式） 

  (2) 借入金調書（第３号様式） 

  (3) 特別経常費内訳書（第４号様式） 

(4) 保育緊急対策事業費台帳（第５様式） 

(5) 民間保育所等機能強化費台帳（第６号様式） 

 (6) 障害児保育加算対象児童の入所状況表（第７号様式） 

 (7) 要支援児童保育加算所要額調書（第８号様式） 

(8) 要支援児童保育加算所要額内訳書・実績内訳書（第９号様式） 

(9) 要支援児童保育加算調査票（第１０号様式） 

 (10) 保育士確保対策事業所要額調書（第１１号様式） 

 (11) 保育士確保対策事業所要額内訳書・実績内訳書（第１２号様式） 

(12) 地域育児センター事業実施計画書・実績書（第１３号様式） 

(13) 保育士配置基準算出表（第１４号様式） 

(14) 財産目録及び貸借対照表  



 (15) 障害児保育推進事業費所要額調書（第１５号様式） 

 (16) 障害児保育推進事業費所要額内訳書・実績内訳書（第１６号様式） 

 (17) 特別児童扶養手当認定通知書（写し）又はこれに代わる書類 

(18) 民間保育所等健康管理体制強化事業費（健康管理体制強化事業）所要額調書（

第１７号様式） 

(19) 民間保育所等健康管理体制強化事業費（健康管理体制強化事業）所要額内訳書

・実績内訳書（第１８号様式） 

(20) 民間保育所等健康管理体制強化事業費（医療的ケア児加算）所要額調書（第１

９号様式） 

(21) 民間保育所等健康管理体制強化事業費（医療的ケア児加算）所要額内訳書・実

績内訳書（第２０号様式） 

(22) 要保護児童民間保育所等受入促進事業費所要額調書（第２１号様式） 

(23) 要保護児童民間保育所等受入促進事業費所要額調内訳書・実績内訳書（第２２

号様式） 

(24) 看護師等の資格証又は医療的ケア児サポーターに該当することを証する書類（

写し）及び雇用契約書又はこれに代わる書類（写し） 

(25) 保護を必要とすることを証明する書類 

(26) 保育士雇用助成加算所要額調書（第２３号様式） 

(27) 保育士雇用助成加算所要額内訳書・実績内訳書（第２４号様式）  

 

 



第２号様式（第５条関係） 

民間保育所等運営費補助金算出内訳書 

施設名        

事
業
名 

区分 
 
 
 
補助対象 
経費 

算          出          内          訳 

借入元金 事業費総
額 

事業
費補
助総
額 

当該年
度約定
返済額 

借入金
に対す
る補助
対象率 

補助率 
所要額 
Ｇ＝Ｄ
×Ｅ×
Ｆ 

Ａ      Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 

特
別
経
常
費 

 円 円 円 円   円 
昭和４８年度～平成
３年度借入 

       
       

平成４年度以降借入 
       
       

小   計        

事
業
名 

区分 
 
経費名 

交  付  区  分 
補 助 単 価 

補助
対象
人数 

補助対
象月数 

所 要 
額 

円 人 月 円 

保
育
緊
急
対
策
事
業

費 

低年齢児受入対策緊
急支援事業 月額（保育士1人当たり）     

民間保育所等健康管
理体制強化事業 

月額（看護師又は保健師）      
月額（医療的ケア児サポー
ター） 

    

要保護児童民間保育
所等受入促進事業 月額      

小            計     

民
間
保
育
所
等 

機
能
強
化
費 

障害児保育加算 月額（児童1人当たり）     

要支援児童保育加算 月額（児童1人当たり） 
    

待機児対策特別加算 年額     

保育士確保対策
事業 年額     

小            計     

地
域
育
児
セ
ン
タ

―
機
能
強
化
費 

地域育児センター機
能強化費 年額（事業合計） 

    

入
所
児
童
処
遇
費 

保育士雇用助成加算 月額（1箇所当たり）     
採暖費 月額（児童1人当たり）     
腸内細菌検査費 年額（職員1人当たり）     
園外保育助成費 年額（１箇所当たり）     
保育教材助成費 月額（児童1人当たり）     
保険料助成費 年額（児童1人当たり）     
紙おむつ処理事業費 月額（児童１人当たり）     
紙おむつ収集運搬費 年額（１箇所当たり）     

小            計     

法
外 

扶
助
費 

      
      
      

小            計     

障
害
児
保
育

推
進
事
業
費 

障害児保育推進事業
費 月額（児童１人当たり） 

    

合            計     



第３号様式（第５条関係） 

借   入   金   調   書 

                                                     施設名                               

区    分 借 入 先 
借入金額 

契約（借

入）年月

日 

償還開始

年月日 

償還終了

年月日 

当該年度

約定返済

元金 

借入金の

使途（具

体的に記

入のこ

と） 千円 

        

       

       

       

       

小    計       

        

       

       

       

       

小    計       

合         計       



第４号様式（第５条関係） 

特   別   経   常   費   内   訳   書 

 

項目 

 

施設名 

定員 

事   業   費 補助金内訳 

構造 

面積 
借入元

金 
借入年度 

当該年

度約定

返済額 

補助金

所要額 実施 基準 国庫 県費 市費 計 実施 基準 

 人 千円 千円 千円 千円 千円 千円  ㎡ ㎡ 千円 年 円 円 



第５号様式（第５条関係） 

       年 度  保  育  緊 急 対 策 事 業 費  台  帳 

         施 設 名  

区分 定員 

 

人 

補助

単価 

円 

初     日     入     所     児     童     数                             （人） 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 合計 

緊
急
支
援
事
業
低

年
齢
児
受
入
対
策 

０歳児 

               

配置基準を超
える保育士数 

              

民間保育所等健康管
理体制強化事業 

 看 護 師 又 は 保 健 師 数                   （人） 
               

              

 医 療 的 ケ ア 児 サ ポ ― タ ― 数             （人） 

                     

              

要保護児童民間保育
所等受入促進事業 

 初     日     入     所     児     童     数                            （人） 

              

              

保育緊急対策支援事
業費計 

              



第６号様式（第５条関係） 

       年   度   民   間   保   育   所   等   機   能   強   化   費   等   台   帳 

       地域区分  施設名  

区分 定員 

人 

補助単価 初     日     入     所     児     童     数       （人） 

円 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 合計 

０歳児                
１歳児                
２歳児                
３歳児                
４・５歳児                

計                
障 害 児 保 育               

補 
 

助 
 

基 
 

準 
 

額 

障害児保育加算               
要支援児童保育加算               
待機児対策特別加算               
保育士確保対策事業               

地
域
育
児
セ
ン
タ

ー
機
能
強
化
費 

在宅育児支援事業               

相談機能強化事業               

地域家庭登録型支援事業               

三世代交流型支援事業               

小 計               
保育士雇用助成加算               
採暖費               
腸内細菌検査費               
園外保育助成費               
保育教材助成費               
保険料助成費               
紙おむつ処理事業費               
紙おむつ収集運搬費               
障害児保育推進事業費               

特別経常費               
総計               



第７号様式 （第５条関係） 

      年  度  障  害  児  保  育  加  算  対  象  児  童  の  入  所  状  況  表 

 

  

    施 設 名  

児童イニシャル 
年齢 

（歳） 

入所月数 

(月) 
障害の種別(○で囲んでください) 判 定 機 関 等 備      考 

   身体障害・知的障害・情緒障害・その他   

   身体障害・知的障害・情緒障害・その他   

   身体障害・知的障害・情緒障害・その他   

   身体障害・知的障害・情緒障害・その他   

   身体障害・知的障害・情緒障害・その他   



第８号様式（第５条関係） 

年 度 要 支 援 児 童 保 育 加 算 所 要 額 調 書 

 

                                                                         施設名              

 （注）Ａ欄は、要支援児童の保育に係る経費を記入してください。 

 

 

 

 

 

 

区  分 

対象経費の支出

予定額 

寄付金その他の

収入額 

差引額（Ａ-Ｂ

） 
基 準 額        

選定額（ＣとＤ

を比較して少な

い方の額） 

補助所要額 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 

要支援児童保育加算 

      円      円       円       円       円      円 



第９号様式（第５条関係） 

要支援児童保育加算所要額内訳書・実績内訳書 

施設名         

区分 

 

 

 

月 

要 支 援 児 童 保 育 加 算 

保 育 実 績 

人 数 
補 助 単 価 

補 助 金 

所 要 額 

① ② ①×②＝③ 

４ 
人 円 円 

５ 
   

６ 
   

７ 
   

８ 
   

９ 
   

１０ 
   

１１ 
   

１２ 
   

１ 
   

２ 
   

３ 
   

計 
   

 



第１０号様式（第５条関係） 

                  要支援児童保育調査票               施設名 

 
氏名 

（イニ

シャ

ル） 

生年月日 
ク
ラ
ス 

介助の状況 発達の状況 
集団保育に対

する所見 

加配保

育士名

（イニ

シ ャ

ル） 

他
部
署
と
の
か

か
わ
り 

該当期間 

食

事 

排

泄 
（  ） 

言

葉 

行

動 
（  ） 

可

否 
（  ） 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

1             

（ ） 

 

（ ） 

            

2             

（ ） 

 

（ ） 

            

3             

（ ） 

 

（ ） 

            

4             

（ ） 

 

（ ） 

            

5             

（ ） 

 

（ ） 

            

6             

（ ） 

 

（ ） 

            

7             

（ ） 

 

（ ） 

            

8             

（ ） 

 

（ ） 

            

9             

（ ） 

 

（ ） 

            

 



第１１号様式（第５条関係） 

年 度 保 育 士 確 保 対 策 事 業 所 要 額 調 書 

 

                                                                         施設名              

区  分 

対象経費の支出

予定額 

寄付金その他の

収入額 

差引額（Ａ-Ｂ

） 
基 準 額        

選定額（ＣとＤ

を比較して少な

い方の額） 

補助所要額 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 

保育士確保対策事業 

      円      円       円       円       円      円 

 （注）Ａ欄は、保育士確保対策事業に係る経費を記入してください。 

 



第１２号様式（第５条関係） 

保育士確保対策事業所要額内訳書・実績内訳書 

施設名         

区分 

 

月 

保育士確保対策事業 

事 業 内 容 補 助 金 所 要 額 

４ 
 円 

５ 
  

６ 
  

７ 
  

８ 
  

９ 
  

１０ 
  

１１ 
  

１２ 
  

１ 
  

２ 
  

３ 
  

計 
  

 

 



第１３号様式（第５条関係） 

    年度 地域育児センター事業実施計画書・実績書 

通
常
育
児 

相
談 

相談開設 

日数 
          日（月平均     日） 

施設名             

実施方法 
 

  

  

支
援
事
業 

在
宅
育
児 

事業内容 実施月日 支援対象 参加人数 経 費 及 び 金 額 

 

  

    

強
化
事
業 

相
談
機
能 

事業内容 実施月日 支援対象 利用人数 経 費 及 び 金 額 

 

  

    

型
支
援
事
業 

地
域
家
庭
登
録 

事業内容 実施月日 支援対象 参加人数 経 費 及 び 金 額 

 

  

    

支
援
事
業 

三
世
代
交
流
型 

事業内容 実施月日 支援対象 参加人数 経 費 及 び 金 額 

 

  

    



第１４号様式（第５条関係） 

年  度  保  育  士  配  置  基  準  算  出  表 

   施 設 名  

区分 定員 
              初     日     入     所     児     童     数      （人） 備        考 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月  

０歳児               

１歳児              

２歳児              

３歳児              

４・５歳児              

計              

障害児保育加算対象児童数              

（
国
基
準
） 

保
育
所
運
営
費
上
の
配
置 

０歳児           ①             小数第２位切捨て〔国基

準〕 
０歳児       １／３ 
１・２歳児   １／６ 
３歳児       １／20 
４・５歳児   １／30 

１・２歳児        ②             

３歳児            ③             

４・５歳児        ④             

小計    ⑤（①～④）             小数第１位四捨五入 

定員90人以下加算    ⑥                 

主任保育士専任加算  ⑦              

保育標準時間認定児分 ⑧              

合計    ⑨（⑤～⑧）              

超過配置保育士数      ⑩              

市指定職員配置基準   ⑪（⑨+⑩）              

実配置職員数              

（注）「初日入所児童数」欄は、管外委託児童数を含みます



第１５号様式（第５条関係） 

年 度 障 害 児 保 育 推 進 事 業 費 所 要 額 調 書 

 

                                                                         施設名              

区  分 

対象経費の支出

予定額 

寄付金その他の

収入額 

差引額（Ａ-Ｂ

） 
基 準 額        

選定額（ＣとＤ

を比較して少な

い方の額） 

補助所要額 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 

障害児保育推進事業

費 

      円      円       円       円       円      円 

 （注）Ａ欄は、障害児保育に係る経費を記入してください。 

 



第１６号様式（第５条関係） 

障害児保育推進事業費所要額内訳書・実績内訳書 

施設名        

区分 

 

 

 

月 

障 害 児 保 育 推 進 事 業 費 

保 育 実 績 

人 数 
補 助 単 価 

補 助 金 

所 要 額 

① ② ①×②＝③ 

４ 
人 円 円 

５ 
   

６ 
   

７ 
   

８ 
   

９ 
   

１０ 
   

１１ 
   

１２ 
   

１ 
   

２ 
   

３ 
   

計 
   



第１７号様式（第５条関係） 

年度民間保育所等健康管理体制強化事業費（健康管理体制強化事業）所要額調書 

 

                                                                         施設名              

区   分 

対象経費の支出

予定額 

寄付金その他の

収入額 

差引額（Ａ-Ｂ

） 
基 準 額        

選定額（ＣとＤ

を比較して少な

い方の額） 

補助所要額 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 

民間保育所等健康管

理体制強化事業費（

健康管理体制強化事

業） 

      円      円       円       円       円      円 

 （注）Ａ欄は、看護師又は保健師の雇用に係る経費を記入してください。 



第１８号様式（第５条関係） 

民間保育所等健康管理体制強化事業費（健康管理体制強化事業）所要額

内訳書・実績内訳書 

施設名         

区分 

 

 

 

月 

民間保育所等健康管理体制強化事業費（健康管理体制強化事業） 

雇 用 実 績 

人 数 
補 助 単 価 

補 助 金 

所 要 額 

① ② ③ 

４ 
人 円 円 

５ 
   

６ 
   

７ 
   

８ 
   

９ 
   

１０ 
   

１１ 
   

１２ 
   

１ 
   

２ 
   

３ 
   

計 
   



第１９号様式（第５条関係） 

年度民間保育所等健康管理体制強化事業費（医療的ケア児加算）所要額調書 

 

施設名         

区   分 

対象経費の支出

予定額 

寄付金その他の

収入額 

差引額（Ａ-Ｂ

） 
基 準 額        

選定額（ＣとＤ

を比較して少な

い方の額） 

補助所要額 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 

民間保育所等健康管

理体制強化事業費（

医療的ケア児加算） 

      円      円       円       円       円      円 

 （注）Ａ欄は、医療的ケア児サポーターの雇用に係る経費を記入してください。 

 

 

 

 



第２０号様式（第５条関係） 

民間保育所等健康管理体制強化事業費（医療的ケア児加算）所要額内訳

書・実績内訳書 

施設名         

区分 

 

 

 

月 

民間保育所等健康管理体制強化事業費（医療的ケア児加算） 

雇 用 実 績 

人 数 
補 助 単 価 

補 助 金 

所 要 額 

① ② ③ 

４ 
人 円 円 

５ 
   

６ 
   

７ 
   

８ 
   

９ 
   

１０ 
   

１１ 
   

１２ 
   

１ 
   

２ 
   

３ 
   

計 
   



第２１号様式（第５条関係） 

年 度 要 保 護 児 童 民 間 保 育 所 等 受 入 促 進 事 業 費 所 要 額 調 書 

 

                                                                         施設名              

区   分 

対象経費の支出

予定額 

寄付金その他の

収入額 

差引額（Ａ-Ｂ

） 
基 準 額        

選定額（ＣとＤ

を比較して少な

い方の額） 

補助所要額 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 

要保護児童民間保育

所等受入促進事業費 

      円      円       円       円       円      円 

 （注）Ａ欄は、要保護児童の保育に係る経費を記入してください。 



第２２号様式（第５条関係） 

要保護児童民間保育所等受入促進事業費所要額内訳書・実績内訳書 

                                                    施設名       

区分 

 

 

 

月 

要保護児童民間保育所等受入促進事業費 

保 育 実 績 

人 数 
補 助 単 価 

補 助 金 

所 要 額 

① ② ③ 

４ 
人 円 円 

５ 
   

６ 
   

７ 
   

８ 
   

９ 
   

１０ 
   

１１ 
   

１２ 
   

１ 
   

２ 
   

３ 
   

計 
   



第２３号様式（第５条関係） 

年 度 保 育 士 雇 用 助 成 加 算 所 要 額 調 書 

 

                                                                         施設名              

区  分 

対象経費の支出

予定額 

寄付金その他の

収入額 

差引額（Ａ-Ｂ

） 
基 準 額        

選定額（ＣとＤ

を比較して少な

い方の額） 

補助所要額 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 

保育士雇用助成加算 

      円      円       円       円       円      円 

 （注）Ａ欄は、保育士雇用助成加算に係る経費を記入してください。 

 



第２４号様式（第５条関係） 

保育士雇用助成加算所要額内訳書・実績内訳書 

施設名         

区分 

 

月 

保育士雇用助成加算 

事 業 内 容 補 助 金 所 要 額 

４ 
 円 

５ 
  

６ 
  

７ 
  

８ 
  

９ 
  

１０ 
  

１１ 
  

１２ 
  

１ 
  

２ 
  

３ 
  

計 
  

 

  



第２５号様式（第６条関係） 

民間保育所等運営費補助金（変更）交付決定通知書 

 

年    月    日 

 

                            様 

 

                                                綾瀬市長                □印  

 

          年    月    日付けで申請がありました        年度綾瀬市民間保育所等

運営費補助金の交付については、綾瀬市補助金等に係る予算の執行に関する規則第５

条（第９条）の規定により、次のとおり決定しました。 

 

１  補助金額                              円 

      既 交 付 決 定 額                           円（        年    月    日決定） 

      今回変更（増減）額                  円 

２  補助条件 

  



第２６号様式（第８条関係） 

民間保育所等運営費補助金変更（中止・廃止）承認申請書 

 

年    月    日 

（宛先）綾瀬市長 

  

                       補助事業者  所  在  地 

                                   名      称 

                                   代表者氏名                      

 

         年    月    日付けで決定を受けた        年度綾瀬市民間保育所等運営

費補助金に係る補助事業を次のとおり変更（中止・廃止）したいので、関係書類を添

えて申請します。 

１  変更の内容 

変更（中止・廃止）前 変更（中止・廃止）後 

  

２  変更（中止・廃止）の理由 

３  添付書類 

(1) 民間保育所等運営費補助金算出内訳書（第２号様式） 

(2) 借入金調書（第３号様式） 

(3) 特別経常費内訳書（第４号様式） 

(4) 保育緊急対策事業費台帳（第５様式） 

(5) 民間保育所等機能強化費台帳（第６号様式） 

(6) 障害児保育加算対象児童の入所状況表（第７号様式） 

(7) 要支援児童保育加算所要額調書（第８号様式） 

(8) 要支援児童保育加算所要額内訳書・実績内訳書（第９号様式） 

(9) 要支援児童保育加算調査票（第１０号様式） 

 (10) 保育士確保対策事業所要額調書（第１１号様式） 

 (11) 保育士確保対策事業所要額内訳書・実績内訳書（第１２号様式） 



(12) 地域育児センター事業実施計画書・実績書（第１３号様式） 

(13) 障害児保育推進事業費所要額調書（第１５号様式） 

 (14) 障害児保育推進事業費所要額内訳書・実績内訳書（第１６号様式） 

 (15) 民間保育所等健康管理体制強化事業費（健康管理体制強化事業）所要額調書

（第１７号様式） 

(16) 民間保育所等健康管理体制強化事業費（健康管理体制強化事業）所要額内訳書

・実績内訳書（第１８号様式） 

(17) 民間保育所等健康管理体制強化事業費（医療的ケア児加算）所要額調書（第１

９号様式） 

(18) 民間保育所等健康管理体制強化事業費（医療的ケア児加算）所要額内訳書・実

績内訳書（第２０号様式） 

(19) 要保護児童民間保育所等受入促進事業費所要額調書（第２１号様式） 

(20) 要保護児童民間保育所等受入促進事業費所要額調内訳書・実績内訳書（第２２

号様式） 

 (21) 保育士雇用助成加算所要額調書（第２３号様式） 

(22) 保育士雇用助成加算所要額内訳書・実績内訳書（第２４号様式） 

 

なお、(2)、(3)、(6)及び(12)の書類は、交付申請書に添付したものと変更がない

場合は、添付する必要はありません。 



第２７号様式（第１０条関係） 

民間保育所等運営費補助金実績報告書 

 

 年    月    日 

（宛先）綾瀬市長 

  

                       補助事業者  所  在  地 

                                   名      称 

                                   代表者氏名                      

 

         年    月    日付けで交付決定を受けた        年度綾瀬市民間保育所等

運営費補助金に係る補助事業の実績を次のとおり報告します。 

区     分 補助金所要額 補助金交付決定額 補助金受入済額 

特別経常費    

保育緊急対策事業費    

民間保育所等機能強化費    

地域育児センター機能強

化費 

   

入所児童処遇費    

法外扶助費    

障害児保育推進事業費    

合     計    

添付書類 

(1) 民間保育所等運営費補助金算出内訳書（第２号様式） 

(2) 借入金調書（第３号様式） 

(3) 特別経常費内訳書（第４号様式） 

(4) 保育緊急対策事業費台帳（第５様式） 

(5) 民間保育所等機能強化費台帳（第６号様式） 

(6) 障害児保育加算対象児童の入所状況表（第７号様式） 

(7) 要支援児童保育加算所要額調書（第８号様式） 

(8) 要支援児童保育加算所要額内訳書・実績内訳書（第９号様式） 

(9) 要支援児童保育加算調査票（第１０号様式） 

 (10) 保育士確保対策事業所要額調書（第１１号様式） 



 (11) 保育士確保対策事業所要額内訳書・実績内訳書（第１２号様式） 

(12) 地域育児センター事業実施計画書・実績書（第１３号様式） 

(13) 保育士配置基準算出表（第１４号様式） 

(14) 障害児保育推進事業費所要額調書（第１５号様式） 

 (15) 障害児保育推進事業費所要額内訳書・実績内訳書（第１６号様式） 

 (16) 特別児童扶養手当認定通知書（写し）又はこれに代わる書類 

(17) 民間保育所等健康管理体制強化事業費（健康管理体制強化事業）所要額調書（

第１７号様式） 

(18) 民間保育所等健康管理体制強化事業費（健康管理体制強化事業）所要額内訳書

・実績内訳書（第１８号様式） 

(19) 民間保育所等健康管理体制強化事業費（医療的ケア児加算）所要額調書（第１

９号様式） 

(20) 民間保育所等健康管理体制強化事業費（医療的ケア児加算）所要額内訳書・実

績内訳書（第２０号様式） 

(21) 要保護児童民間保育所等受入促進事業費所要額調書（第２１号様式） 

(22) 要保護児童民間保育所等受入促進事業費所要額調内訳書・実績内訳書（第２２

号様式） 

(23) 保育士雇用助成加算所要額調書（第２３号様式） 

(24) 保育士雇用助成加算所要額内訳書・実績内訳書（第２４号様式） 

 

なお、(2)、(3)、(6)、(12)及び(13)の書類は、交付申請書に添付したものと変更

がない場合は、添付する必要はありません。  



第２８号様式（第１１条関係） 

年    月    日 

 

（宛先）綾瀬市長 

                       補助事業者  所  在  地 

                                   名      称 

                                   代表者氏名                      

 

消費税仕入控除税額報告書 

 

          年    月    日付けで交付決定を受けた        年度綾瀬市民間保育所等

運営費補助金に係る消費税仕入控除税額について、次のとおり報告します。 

 

１  補助金の額の確定額                                      円 

 

２  消費税の申告の有無（どちらかを選択）    有    ・    無 

 

（２で「無」を選択の場合は以下不要） 

３ 仕入控除税額の計算方法（どちらかを選択） 一般課税  ・  簡易課税 

 

（３で「簡易課税」を選択の場合は以下不要） 

４ 補助金の額の確定時に減額した消費税仕入控除税額         円 

 

５ 消費税の申告により確定した消費税仕入控除税額          円 

 

６ 補助金返還相当額（５から４の額を差し引いた額）         円 

 

（注）１ 別紙として積算の内訳を添付すること。 

   ２ 補助金返還相当額がない場合であっても、報告すること。 

 


